
 舞  鶴  市  公  共  施  設  包  括  管  理  業  務  委  託  プ  ロ  ポー  ザ  ル  実  施  要  領 

 １     ⽬  的 

 こ  の  要  領  は、  舞  鶴  市  公  共  施  設  包  括  管  理  業  務  委  託  に  係  る  契  約  候  補  者  の  選  定  に  つ  い  て、  必  要  な 

 事  項  を  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 ２     業  務  概  要 

 (1)     件  名 

       舞  鶴  市  公  共  施  設  包  括  管  理  業  務  委  託 

 (2)     業  務  の  ⽬  的 

       舞  鶴  市  （以  下  「本  市」  と  い  う。）  が  所  有  す  る  公  共  施  設  に  係  る  保  守  点  検  等  業  務  や  修  繕  業 

    務  及  び  巡  回  点  検  業  務  を  包  括  的  に  委  託  す  る  こ  と  で、  ⺠  間  事  業  者  が  有  す  る  施  設  管  理  に  お  け  る 

    優  れ  た  専  ⾨  性  や  ノ  ウ  ハ  ウ  を  活  ⽤  し  た  質  の  ⾼  い  施  設  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  に  よ  り、  施  設  の  維  持  管  理 

    品  質  の  向  上  や  安  全  性  の  向  上、  施  設  の  ⻑  寿  命  化  及  び  施  設  管  理  業  務  の  効  率  化  を  図  る  こ  と  を  主 

    な  ⽬  的  と  す  る。 

 (3)     業  務  内  容 

       「舞  鶴  市  公  共  施  設  包  括  管  理  業  務  委  託  仕  様  書  （案）」  （以  下  「仕  様  書」  と  い  う。）  を  基 

    本  と  す  る  が、  詳  細  な  内  容  に  つ  い  て  は、  契  約  候  補  者  か  ら  の  提  案  を  踏  ま  え、  協  議  を  ⾏  い  決 

    定  す  る。 

 (4)     業  務  期  間 

       2026  年  ４  ⽉  １  ⽇  か  ら  2031  年  ３  ⽉  31  ⽇  ま  で  （  5  年  間） 

       ※  債  務  負  担  ⾏  為  に  基  づ  く  複  数  年  契  約  と  す  る。 

      

 ３     業  務  に  係  る  提  案  上  限  額 

    ５  か  年  で  2,128,000,000  円  （消  費  税  及  び  地  ⽅  消  費  税  を  含  む。） 

    ※  参  考  ⾒  積  書  の  ⾦  額  が、  提  案  上  限  額  を  超  過  し  た  場  合  は  失  格  と  す  る。 

    ※  実  際  の  契  約  額  は、  契  約  候  補  者  の  参  考  ⾒  積  額  を  踏  ま  え、  本  市  と  契  約  候  補  者  と  の  協  議  に 

    よ  り、  本  市  の  予  算  の  範  囲  内  で  決  定  す  る  も  の  と  す  る。 

 ４     実  施  形  式 

    公  募  型  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⽅  式 

 ５     参  加  資  格 

    本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  参  加  で  き  る  者  は、  本  業  務  を  確  実  に  遂  ⾏  す  る  能  ⼒  を  有  し、  法  ⼈  ま  た  は  法 

 ⼈  が  グ  ルー  プ  を  構  成  す  る  団  体  （以  下  「共  同  事  業  体」  と  い  う。）  で、  次  に  揚  げ  る  事  項  を  す  べ 

 て  満  た  す  者  で  あ  る  こ  と。 

 (1)     単  独  事  業  者  及  び  共  同  事  業  体  に  共  通  す  る  要  件 

    ア     地  ⽅  ⾃  治  法  施  ⾏  令  （昭  和  22  年  政  令  第  16  号）  第  167  条  の  ４  第  １  項  各  号  の  い  ず  れ  か  に  該 

       当  す  る  者  で  な  い  こ  と。 

    イ     会  社  更  ⽣  法  （平  成  14  年  法  律  第  154  号）  に  基  づ  き  更  ⽣  ⼿  続  き  開  始  の  申  ⽴  て  が  な  さ  れ  て 

       い  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 
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    ウ     ⺠  事  再  ⽣  法  （平  成  11  年  法  律  第  225  号）  に  基  づ  き  再  ⽣  ⼿  続  き  開  始  の  申  ⽴  て  が  な  さ  れ  て 

       い  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

    エ     舞  鶴  市  ⼊  札  参  加  停  ⽌  に  関  す  る  要  項  （平  成  30  年  ３  ⽉  １  ⽇  制  定）  の  規  定  に  よ  る  競  争  参 

       加  資  格  の  停  ⽌  の  期  間  中  で  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

    オ     舞  鶴  市  契  約  に  関  す  る  暴  ⼒  団  等  排  除  措  置  要  項  （平  成  25  年  １  ⽉  １  ⽇  制  定）  の  規  定  に  よ 

       る  ⼊  札  参  加  等  除  外  措  置  の  期  間  中  で  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

    カ     参  加  事  業  者  の  す  べ  て  が、  法  ⼈  格  を  有  し  て  い  る  こ  と。 

    キ     本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  参  加  す  る  他  の  参  加  者  （グ  ルー  プ  の  場  合  は、  そ  の  構  成  員）  と  の  間  に 

       次  に  掲  げ  る  資  本  関  係  が  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 

       （ア）  資  本  関  係 

          a     親  会  社  等  （会  社  法  第  ２  条  第  ４  号  の  ２  に  規  定  す  る  親  会  社  を  い  う。  以  下  同  じ。）  と 

             ⼦  会  社  等  （同  条  第  ３  号  の  ２  に  規  定  す  る  ⼦  会  社  等  を  い  う。  以  下  同  じ。）  の  関  係  に  あ 

             る  場  合。 

          b     親  会  社  等  を  同  じ  く  す  る  ⼦  会  社  等  同  ⼠  の  関  係  に  あ  る  場  合。 

          c     上  記  a  ⼜  は  b  と  同  視  し  う  る  関  係  に  あ  る  と  認  め  ら  れ  る  場  合。 

    ク     本  業  務  の  総  括  責  任  者  と  し  て、  ビ  ル  メ  ン  テ  ナ  ン  ス  等  の  総  括  ⼜  は  業  務  責  任  者  と  し  て  通  算 

       ５  年  以  上  の  実  務  経  験  を  有  し、  本  業  務  に  必  要  な  技  術  ⼒、  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  能  ⼒  及  び  コ  ミュ  ニ 

       ケー  ショ  ン  能  ⼒  を  有  す  る  者  を  選  任  で  き  る  こ  と  （た  だ  し、  共  同  事  業  体  を  構  成  し  参  加  す  る 

       場  合  は、  共  同  事  業  体  で  総  括  責  任  者  を  選  任  で  き  る  こ  と。）。 

    ケ     所  要  の  資  格  等  を  有  し  た  業  務  従  事  者  を  ⽤  い、  本  業  務  を  確  実  に  遂  ⾏  さ  せ  る  こ  と  が  で  き  る 

       事  業  者  で  あ  る  こ  と。 

    コ     本  市  と  の  協  議  や  調  整  に  必  要  な  能  ⼒  を  有  し、  契  約  及  び  本  業  務  の  実  施、  諸  条  件  の  変  更  に 

       つ  い  て、  柔  軟  な  対  応  が  で  き  る  事  業  者  で  あ  る  こ  と。 

    サ     市  の  地  域  経  済  活  性  化  に  配  慮  し、  公  平・  公  正  な  視  点  に  ⽴  ち  な  が  ら、  市  内  事  業  者  （舞  鶴 

       市  内  に  本  店  ⼜  は  営  業  所  を  有  す  る  事  業  者）  を、  現  ⾏  ⽔  準  と  同  等  か  そ  れ  以  上  の  ⽔  準  で  活  ⽤ 

       す  る  事  業  者  で  あ  る  こ  と。 

 (2)     共  同  事  業  体  で  参  加  す  る  者  の  要  件 

    ア     構  成  事  業  者  の  う  ち、  １  者  が  代  表  事  業  者  と  し  て  本  市  に  届  け  出  る  こ  と  と  し、  本  プ  ロ  ポー 

       ザ  ル  へ  の  申  請  以  降  の  ⼿  続  き  は  代  表  事  業  者  が  ⾏  う  こ  と。 

    イ     構  成  事  業  者  は、  共  同  事  業  体  協  定  書  を  締  結  す  る  こ  と。 

    ウ     単  独  事  業  者  が、  他  の  共  同  事  業  体  の  構  成  事  業  者  と  し  て  参  加  す  る  こ  と  は  で  き  な  い。 

    エ     共  同  事  業  体  で  参  加  し  た  構  成  事  業  者  が、  他  の  共  同  事  業  体  と  の  構  成  事  業  者  と  し  て  参  加  す 

       る  こ  と  は  で  き  な  い。 

 ６     ス  ケ  ジュー  ル  （予  定） 

 内     容  期        ⽇ 

 公  告  （実  施  要  領  等  の  公  表）  2025  年  ７  ⽉  ３  ⽇  （⽊） 

 施  設  ⾒  学  申  込  期  間  2025  年  ７  ⽉  ４  ⽇  （⾦）  か  ら  ７  ⽉  11  ⽇  （⾦） 

 現  ⾏  仕  様  書  等  提  供  申  込  期  間  2025  年  ７  ⽉  ４  ⽇  （⾦）  か  ら  ７  ⽉  22  ⽇  （⽕） 
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 施  設  ⾒  学  2025  年  ７  ⽉  23  ⽇  （⽔）  か  ら  ７  ⽉  25  ⽇  （⾦） 

 質  問  受  付  期  間  2025  年  ７  ⽉  10  ⽇  （⽊）  か  ら  ７  ⽉  25  ⽇  （⾦） 

 質  問  回  答  期  限  2025  年  ７  ⽉  31  ⽇  （⽊） 

 参  加  申  込  書  受  付  期  間  2025  年  ８  ⽉  １  ⽇  （⾦）  か  ら  ８  ⽉  18  ⽇  （⽉） 

 参  加  資  格  審  査  結  果  通  知  2025  年  ８  ⽉  25  ⽇  （⽉） 

 企  画  提  案  書  受  付  期  間  2025  年  ８  ⽉  26  ⽇  （⽕）  か  ら  ９  ⽉  12  ⽇  （⾦） 

 プ  レ  ゼ  ン・  ヒ  ア  リ  ン  グ  ⽇  程  案  内  2025  年  ９  ⽉  18  ⽇  （⽊） 

 プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  及  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査  2025  年  ９  ⽉  26  ⽇  （⾦） 

 審  査  結  果  通  知・  公  表  2025  年  10  ⽉  ６  ⽇  （⽉）  予  定 

 詳  細  協  議  開  始  2025  年  10  ⽉  ７  ⽇  （⽕） 

 契  約  締  結  2026  年  ３  ⽉  上  旬  予  定 

 業  務  開  始  2026  年  ４  ⽉  １  ⽇  （⽔） 

 ※  上  記  ス  ケ  ジュー  ル  は  予  定  で  あ  り、  本  市  の  都  合  に  よ  り  変  更  す  る  場  合  が  あ  る。  そ  の  場  合  は、  市 

 ホー  ム  ペー  ジ  等  で  お  知  ら  せ  す  る。 

 ７     実  施  要  領  等  の  取  得 

 (1)     公  表  ⽇ 

       2025  年  ７  ⽉  ３  ⽇  （⽊） 

 (2)     公  表  場  所 

       市  ホー  ム  ペー  ジ 

 (3)     取  得  ⽅  法 

       市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  （紙  で  の  配  布  は  ⾏  い  ま  せ  ん。） 

 ８     現  ⾏  仕  様  書  等  の  提  供 

    現  ⾏  業  務  の  直  近  契  約  に  係  る  仕  様  書  及  び  対  象  施  設  の  図  ⾯  等  を、  希  望  者  に  CD  で  配  布  す  る。 

 希  望  す  る  事  業  者  は、  次  の  通  り  申  込  書  を  提  出  す  る  こ  と。 

 (1)     申  込  期  間 

       2025  年  ７  ⽉  ４  ⽇  （⾦）  か  ら  2025  年  ７  ⽉  22  ⽇  （⽕）  17  時  ま  で 

 (2)     申  込  ⽅  法 

       「現  ⾏  仕  様  書  等  提  供  申  込  書  （様  式  第  １  号）」  を  電  ⼦  メー  ル  に  よ  り  提  出  す  る  こ  と。 

 (3)     配  布  ⽅  法 

    ア     施  設  ⾒  学  を  希  望  す  る  事  業  者  に  は、  ⾒  学  会  参  加  時  に  ⼿  渡  し  し  ま  す。 

    イ     施  設  ⾒  学  を  希  望  し  な  い  事  業  者  に  は、  郵  送  し  ま  す。 

 (4)     留  意  事  項 
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    ア     提  供  す  る  仕  様  書  は、  直  近  契  約  に  係  る  個  別  発  注  の  際  の  仕  様  書  で  あ  る。  参  考  に  提  供  す  る 

       も  の  で  あ  り、  こ  の  仕  様  書  に  従っ  た  業  務  の  履  ⾏  を  求  め  る  も  の  で  は  な  い。 

    イ     提  供  す  る  図  ⾯  は、  基  本  的  に  施  設  完  成  時  や  改  修  時  の  図  ⾯  で  あ  り、  現  状  と  異  な  る  場  合  が 

       あ  る。 

    ウ     仕  様  書  の  無  い  業  務、  図  ⾯  の  無  い  施  設  な  ど、  提  供  で  き  な  い  場  合  も  あ  る。 

 ９     施  設  ⾒  学 

    本  業  務  の  対  象  施  設  の  ⼀  部  に  つ  い  て  ⾒  学  会  を  開  催  す  る  の  で、  希  望  者  は  次  の  と  お  り  申  込  書    

 を  提  出  す  る  こ  と。  な  お  施  設  ⾒  学  の  参  加  の  有  無  は、  契  約  候  補  者  選  定  時  の  審  査  に  影  響  し  な  い。 

 (1)     申  込  期  間 

       2025  年  ７  ⽉  ４  ⽇  （⾦）  か  ら  2025  年  ７  ⽉  11  ⽇  （⾦）  17  時  ま  で 

 (2)     申  込  ⽅  法 

       「施  設  ⾒  学  申  込  書  （様  式  第  ２  号）」  を  電  ⼦  メー  ル  に  よ  り  提  出  す  る  こ  と。 

 (3)     参  加  ⼈  数 

       １  事  業  者  ４  ⼈  以  内  と  す  る。  移  動  の  た  め  の  乗  ⽤  ⾞  等  は  参  加  事  業  者  が  ⽤  意  す  る  こ  と。 

 (4)     実  施  ⽇  時 

    ア     実  施  ⽇        2025  年  ７  ⽉  23  ⽇  （⽔）  か  ら  2025  年  ７  ⽉  25  ⽇  （⾦）  ま  で 

    イ     実  施  時  間        ①  ９  時〜  12  時     ②13  時  30  分〜  16  時  30  分 

       ※  希  望  の  あっ  た  事  業  者  別  に  実  施  す  る  こ  と  と  し、  事  業  者  の  希  望  す  る  ⽇  時  の  う  ち  本  市  が    

       指  定  す  る  ⽇  時  と  す  る。 

 (5)     ⾒  学  施  設 

 市  役  所  本  庁  舎  ⇨  東  体  育  館  ⇨  三  宅  団  地  ⇨  中  総  合  会  館  ⇨  城  南  中  学  校  ⇨  城  南  会  館  （予  定） 

 10     質  問  及  び  回  答 

    実  施  要  領  等  の  内  容  に  対  す  る  質  問  が  あ  る  場  合  は、  次  の  と  お  り  提  出  す  る  こ  と。  な  お、  電  話、 

 ファッ  ク  ス  ⼜  は  ⼝  頭  に  よ  る  質  問  は  受  け  付  け  な  い。 

 (1)     受  付  期  間 

       2025  年  ７  ⽉  10  ⽇  （⽊）  か  ら  2025  年  ７  ⽉  25  ⽇  （⾦）  17  時  ま  で 

 (2)     提  出  ⽅  法 

       「質  問  書  （様  式  第  ３  号）」  を  電  ⼦  メー  ル  に  よ  り  提  出  す  る  こ  と。 

       （電  ⼦  メー  ル  送  信  後、  必  ず  電  話  で  受  信  確  認  を  ⾏  う  こ  と。） 

 (3)     回  答  期  限 

       2025  年  ７  ⽉  31  ⽇  （⽊）  予  定 

 (4)     回  答  ⽅  法 

       質  問  内  容  と  そ  の  回  答  を、  回  答  期  限  ⽇  ま  で  に  本  市  ホー  ム  ペー  ジ  に  掲  載  す  る。  な  お、  本  業 

    務  の  応  募  に  必  要  と  判  断  さ  れ  る  質  疑  の  み  を  受  け  付  け  る  も  の  と  す  る。 

 11     参  加  申  込  書  の  提  出 

    プ  ロ  ポー  ザ  ル  に  参  加  を  希  望  す  る  者  は、  必  要  書  類  を  次  の  と  お  り  提  出  す  る  こ  と。 

 (1)     提  出  書  類 

    ア     参  加  申  込  書  （様  式  第  ４  −  １  号  ⼜  は  様  式  第  ４  −  ２  号） 

    イ     共  同  事  業  体  構  成  表  （様  式  第  ５  号  ：  共  同  事  業  体  で  参  加  す  る  場  合） 
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    ウ     共  同  事  業  体  協  定  書  の  写  し  （共  同  事  業  体  で  参  加  す  る  場  合） 

    エ     総  括  責  任  者  の  経  歴  及  び  実  績  等  調  書  （様  式  第  ６  号） 

    オ     参  加  資  格  要  件  確  認  書  （様  式  第  ７  号） 

 (2)     提  出  書  類  に  関  す  る  留  意  事  項 

       共  同  事  業  体  で  参  加  す  る  場  合  は、  「  11(1)     提  出  書  類     オ」  の  書  類  に  つ  い  て、  構  成  事  業 

    者  ご  と  に  提  出  す  る  こ  と。 

 (3)     提  出  ⽅  法 

       郵  送  ⼜  は  持  参  に  よ  り  提  出  す  る  こ  と。  た  だ  し、  郵  送  の  場  合  は、  配  達  を  証  明  で  き  る  も  の  に 

    限  る。 

 (4)     提  出  部  数 

       １  部 

 (5)     受  付  期  間 

       2025  年  ８  ⽉  １  ⽇  （⾦）  か  ら  2025  年  ８  ⽉  18  ⽇  （⽉）  17  時  必  着 

 (6)     受  付  時  間 

       ９  時  か  ら  17  時  ま  で  （持  参  の  場  合、  12  時  か  ら  13  時  ま  で  を  除  く。） 

 (7)     参  加  資  格  審  査 

       提  出  さ  れ  た  書  類  に  よ  り  参  加  資  格  の  有  無  を  審  査  し、  審  査  結  果  を  2025  年  ８  ⽉  25  ⽇  （⽉） 

    に、  参  加  申  込  書  に  記  載  さ  れ  た  電  ⼦  メー  ル  ア  ド  レ  ス  宛  に  通  知  す  る。 

 (8)     参  加  辞  退 

 参  加  申  込  み  後、  諸  事  情  に  よ  り  や  む  を  得  ず  辞  退  す  る  こ  と  と  なっ  た  場  合  は、  辞  退  届  （様 

 式  第  8  号）  を  遅  滞  な  く  提  出  す  る  こ  と。 

 12     企  画  提  案  書  の  提  出 

    提  案  者  は、  企  画  提  案  書  等  を  次  の  と  お  り  提  出  す  る  こ  と。 

 (1)     受  付  期  間 

       2025  年  ８  ⽉  26  ⽇  （⽕）  か  ら  2025  年  ９  ⽉  12  ⽇  （⾦）  17  時  必  着 

       ※  持  参  の  場  合  は、  ⼟・  ⽇  曜  ⽇、  祝  ⽇  を  除  く。 

 (2)     受  付  時  間 

       ９  時  か  ら  17  時  ま  で  （持  参  の  場  合、  12  時  か  ら  13  時  ま  で  を  除  く。） 

 (3)     提  出  ⽅  法 

       11(3)  に  同  じ。 

 (4)     提  出  書  類 

    ア     企  画  提  案  書  等  届  出  届  （様  式  第  ９  号） 

    イ     同  種  ⼜  は  類  似  業  務  実  績  調  書  （様  式  第  10  号） 

          ※  同  種  ⼜  は  類  似  業  務  は、  包  括  管  理  業  務  委  託、  総  合  管  理  業  務  委  託、  指  定  管  理  者、  PFI 

       な  ど  の  建  築  物  の  維  持  管  理  業  務  と  す  る。 

    ウ     企  画  提  案  書  （任  意  様  式） 

          ※  「  13     企  画  提  案  書  作  成  要  領」  に  基  づ  き  作  成  す  る  こ  と。 

    エ     参  考  ⾒  積  書  （任  意  様  式） 

          ※  「  14     参  考  ⾒  積  書  作  成  要  領」  に  基  づ  き  作  成  す  る  こ  と。 

 (5)     提  出  部  数 
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       12(4)  提  出  書  類  の  ア〜  エ  ：  正  本  １  部、  イ〜  エ  ：  副  本  10  部、  CD  等  の  記  録  媒  体  に  よ  る  PDF 

    デー  タ  １  部 

       ※  記  録  媒  体  に  よ  る  PDF  デー  タ  は、  「  12(4)     提  出  書  類」  の  イ〜  エ  で  構  成  す  る  こ  と。 

 13     企  画  提  案  書  作  成  要  領 

 (1)     作  成  上  の  留  意  事  項 

    ア     企  画  提  案  書  は、  １  事  業  者  に  つ  き  １  案  と  す  る。 

    イ     企  画  提  案  書  提  出  後  の  修  正  や  変  更  は  原  則  認  め  な  い。 

    ウ     専  ⾨  知  識  を  有  し  な  い  者  で  も  理  解  で  き  る  よ  う  分  か  り  や  す  い  表  現  に  ま  と  め  る  と  と  も  に、 

       ⾒  や  す  く  な  る  よ  う  作  成  を  ⾏  う  こ  と。 

    エ     A  ４  判、  縦  型、  左  綴  じ、  両  ⾯  印  刷  15  枚  （  30  ペー  ジ）  以  内  と  す  る  こ  と。 

          表  紙、  ⽬  次  の  添  付  は  任  意  と  し、  ペー  ジ  数  に  は  含  ま  な  い。 

    オ     ペー  ジ  番  号  を  付  す  こ  と。 

    カ     A  ３  判  折  込  も  可、  そ  の  場  合  は  ⽚  ⾯  に  つ  き  ２  ペー  ジ  分  と  換  算  す  る  こ  と。 

    キ     ⽂  字  の  フォ  ン  ト  は、  10  ポ  イ  ン  ト  以  上  と  す  る  こ  と。 

          た  だ  し、  表  や  グ  ラ  フ  は  そ  の  限  り  で  は  な  い。 

    ク     企  画  提  案  書  に  は、  商  号  な  ど  応  募  者  を  特  定  で  き  る  よ  う  な  記  載  は  避  け  る  こ  と。 

 (2)     企  画  提  案  書  の  内  容 

    企  画  提  案  書  は  次  の  表  に  掲  げ  る  項  ⽬  及  び  記  載  内  容  に  つ  い  て  具  体  的  な  ⼿  法  を  記  載  す  る  こ  と。 

 番  号  項  ⽬  記  載  内  容 

 ①  業  務  実  施  ⽅  針  ・  本  業  務  の  趣  旨  及  び  ⽬  的  を  踏  ま  え  て、  本  業  務  の  実  施  に  対  す  る  基  本  的  な  考 
 え  ⽅  や  コ  ン  セ  プ  ト、  ⾃  社  が  持  つ  実  績  や  ノ  ウ  ハ  ウ  等  を  活  か  し  た  業  務  実  施  ⽅ 
 針  を  記  載  す  る  こ  と。 

 ②  業  務  実  施  体  制  ・  本  業  務  の  平  常  時  の  実  施  体  制  を  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  配  置  す  る  ⼈  員  体  制、  指  揮  命  令  系  統、  職  務  分  担、  配  置  場  所  が  分  か  る  よ  う 
 記  載  す  る  こ  と。 
 ・  ⾮  常  時  の  業  務  継  続  体  制  及  び  本  社、  ⽀  店  か  ら  の  バッ  ク  アッ  プ  体  制  や  連  携 
 に  関  し  て  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  総  括  責  任  者  の  業  務  実  績  及  び  保  有  資  格  を  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  総  括  責  任  者  が、  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  能  ⼒、  コ  ミュ  ニ  ケー  ショ  ン  能  ⼒  を  有  す  る 
 と  判  断  で  き  る  内  容  が  あ  れ  ば  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  業  務  責  任  者  及  び  業  務  担  当  者  に  求  め  ら  れ  る  と  考  え  る  資  質・  資  格  に  つ  い  て 
 記  載  す  る  こ  と。 

 ③  業  務  ⼯  程  ・  契  約  候  補  者  決  定  か  ら  業  務  開  始  ま  で  の  本  市  及  び  再  委  託  先  と  の  協  議  や  業  務 
 実  施  体  制  の  構  築  等、  業  務  実  施  の  準  備  に  つ  い  て、  内  容  と  ス  ケ  ジュー  ル  を  具 
 体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  契  約  期  間  ５  年  間  の  ス  ケ  ジュー  ル  に  つ  い  て  も  具  体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 

 ④  保  守  点  検  等  業 
 務  の  品  質・  効 
 率  性 

 ・  多  数  の  保  守  点  検  等  業  務  を  管  理  す  る  中  で、  管  理  ⽔  準  を  統  ⼀  さ  せ  る  こ  と  に 
 よ  る  業  務  の  品  質  確  保  及  び  効  率  化  を、  施  設  の  安  全  性  の  確  保  に  つ  な  げ  る  た  め 
 の  ⼿  法  を  具  体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 

 ‐  6  ‐ 



 ・  多  数  の  保  守  点  検  等  業  務  を  管  理  す  る  中  で、  業  務  費  の  削  減  が  ⾒  込  め  る  ⼿  法 
 や、  本  市  の  事  務  負  担  軽  減  に  資  す  る  事  項  が  あ  れ  ば  具  体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  本  市、  受  注  者  等  の  役  割  分  担  を  明  記  し  た  業  務  計  画  （業  務  フ  ロー）  を  具  体 
 的  に  記  載  す  る  こ  と。 

 ⑤  巡  回  点  検  業  務 
 の  品  質・  効  率 
 性 

 ・  巡  回  点  検  の  実  施  内  容  や  実  施  体  制、  ⽅  法、  頻  度  等  に  つ  い  て  具  体  的  に  記  載 
 す  る  こ  と。 
 ・  巡  回  点  検  で  発  ⾒  さ  れ  た  不  具  合  に  対  す  る  対  処  に  つ  い  て  具  体  的  に  記  載  す  る 
 こ  と。 

 ⑥  修  繕  業  務  の  品 
 質・  効  率  性 

 ・  多  数  の  修  繕  業  務  を  管  理  す  る  中  で、  管  理  ⽔  準  を  統  ⼀  さ  せ  る  こ  と  に  よ  る  業 
 務  の  品  質  確  保  及  び  効  率  化  を、  施  設  の  安  全  性  の  確  保  に  つ  な  げ  る  た  め  の  ⼿  法 
 を  具  体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  本  業  務  は  実  績  に  基  づ  く  精  算  ⽅  式  と  す  る  た  め、  再  委  託  先  の  選  定  に  関  し、 
 競  争  性  及  び  公  平  性  を  確  保  し、  修  繕  費  ⽤  の  低  減  に  つ  な  が  る  ⼿  法  に  つ  い  て  具 
 体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  修  繕  の  内  製  化  に  関  し  て、  ⾃  社  対  応  で  き  る  技  術  ⼒  を  有  し  て  い  る  か  記  載  す 
 る  こ  と。 
 ・  多  数  の  修  繕  業  務  を  管  理  す  る  中  で、  本  市  の  事  務  負  担  軽  減  に  資  す  る  事  項  が 
 あ  れ  ば  具  体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  本  市、  受  注  者  等  の  役  割  分  担  を  明  記  し  た  業  務  計  画  （業  務  フ  ロー）  を  具  体 
 的  に  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  200  万  円  を  超  え  る  ⼯  事  等  に  関  す  る  予  算  要  求  ⽀  援、  改  修  ⽅  法  の  提  案  や  概 
 算  ⾒  積  の  作  成  な  ど、  ⽀  援  す  る  こ  と  が  可  能  で  あ  れ  ば  具  体  的  に  記  載  す  る  こ 
 と。 

 ⑦  緊  急  時  の  対  応  ・  不  具  合  等  が  発  ⽣  し  た  場  合  の  連  絡  を、  24  時  間  365  ⽇  受  け  る  こ  と  が  可  能  な 
 窓  ⼝  と、  不  具  合  等  の  状  況  を  確  認  し  原  因  を  特  定  す  る  た  め  の  緊  急  対  応  体  制  に 
 つ  い  て  具  体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  事  故  や  災  害  発  ⽣  時  の  対  応  ⽅  法、  体  制  に  つ  い  て  記  載  す  る  こ  と。 

 ⑧  市  内  事  業  者  等 
 と  の  協  ⼒  体 
 制・  活  ⽤  ⽅  法 

 ・  市  内  事  業  者  等  （舞  鶴  市  内  に  本  店  ⼜  は  営  業  所  を  有  す  る  事  業  者）  に  つ  い 
 て、  現  ⾏  と  同  等  か  そ  れ  以  上  の  ⽔  準  で  活  ⽤  す  る  た  め  の  提  案  を  具  体  的  に  記  載 
 す  る  こ  と。 
 ・  市  内  事  業  者  等  の  技  術  ⼒  や  ノ  ウ  ハ  ウ  の  向  上  に  資  す  る  提  案  が  あ  れ  ば  記  載  す 
 る  こ  と。 
 ・  市  内  事  業  者  等  へ  の  再  委  託  に  当  た  り、  調  整  ⼿  法  や  ス  ケ  ジュー  ル  に  つ  い  て 
 具  体  的  に  記  載  す  る  こ  と。 

 ⑨  独  ⾃  の  追  加  提 
 案・  独  ⾃  の  ノ 
 ウ  ハ  ウ 

 ・  仕  様  書  （案）  に  規  定  す  る  業  務  以  外  に、  追  加  で  実  施  し  よ  う  と  し  て  い  る  業 
 務  が  あ  れ  ば  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  提  案  事  業  者  な  ら  で  は  の  ノ  ウ  ハ  ウ  や  強  み  を  ど  の  よ  う  に  活  ⽤  す  る  こ  と  を  考 
 え  て  い  る  か  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  施  設  の  ⻑  寿  命  化  や  ラ  イ  フ  サ  イ  ク  ル  コ  ス  ト  の  低  減  に  つ  な  が  る  具  体  的  な  提 
 案  が  あ  れ  ば  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  点  検  結  果  や  修  繕  履  歴  の  デー  タ  管  理  に  つ  い  て、  本  市  の  施  設  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト 
 へ  の  活  ⽤  が  期  待  で  き  る  よ  う  な  提  案  が  あ  れ  ば  記  載  す  る  こ  と。 
 ・  そ  の  他、  特  に  ア  ピー  ル  し  た  い  点  が  あ  れ  ば  記  載  す  る  こ  と。 
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 14     参  考  ⾒  積  書  作  成  要  領 

 (1)     作  成  上  の  留  意  事  項 

    ア     宛  先  は  「舞  鶴  市  ⻑」  と  す  る  こ  と。 

    イ     ⾒  積  書  は  消  費  税  及  び  地  ⽅  税  を  含  め  た  ⾦  額  を  記  載  し、  本  体  価  格  と  消  費  税  を  明  記  す  る  こ 

       と。 

    ウ     正  本  １  部  に  の  み  事  業  者  名  の  記  載  及  び  代  表  者  印  を  押  印  す  る  こ  と  （記  録  媒  体  に  よ  る  PDF 

       デー  タ  に  は  事  業  者  名  は  記  載  し  な  い  こ  と）。 

    エ     ⾒  積  書  は、  ５  年  間  の  総  額  と  年  度  ご  と  の  内  訳  を  記  載  す  る  こ  と。 

    オ     ５  年  間  の  総  額  が、  「３     業  務  に  係  る  提  案  上  限  額  （  2,128,000,000  円）」  を  超  え  な  い 

       こ  と。  （超  え  た  場  合  は  失  格  と  す  る。） 

    カ     内  訳  に  は、  「  (2)     提  案  上  限  額  と  内  訳  の  考  え  ⽅」  に  基  づ  き、  「ア〜  ウ  の  区  分」  ご  と 

       の  ⾦  額  が  分  か  る  よ  う  に  記  載  す  る  こ  と  （細  項  ⽬  を  設  定  す  る  こ  と  は  妨  げ  な  い）。 

    キ     提  案  に  あ  たっ  て  特  に  留  意  す  べ  き  事  項  が  あ  れ  ば  記  載  す  る  こ  と。 

 (2)     提  案  上  限  額  と  内  訳  の  考  え  ⽅ 

    ア     保  守  点  検  等  業  務  費 

          1,247,000,000  円  ∕  ５  年  （消  費  税  及  び  地  ⽅  税  を  含  む） 

          ※  直  近  ５  年  間  の  実  績  を  基  に、  事  業  期  間  中  の  ⼈  件  費  及  び  物  価  上  昇  を  ⼀  定  程  度  ⾒  込  ん  だ 

          設  定  と  し  て  い  る。  業  務  開  始  後  に  ⾒  込  み  を  上  回  る  物  価  上  昇  等  が  あっ  た  場  合  は、  別  途  協 

          議  す  る  も  の  と  す  る。 

    イ     修  繕  費 

          390,000,000  円  ∕  ５  年  （消  費  税  及  び  地  ⽅  税  を  含  む） 

          ※78,000,000  円  ∕  年 

          ※  実  績  に  基  づ  く  精  算  払  い  と  す  る  た  め、  提  案  上  限  額  を  そ  の  ま  ま  記  載  す  る  こ  と。 

    ウ     マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  経  費 

          491,000,000  円  ∕  ５  年  （消  費  税  及  び  地  ⽅  税  を  含  む） 

        ・  総  括  責  任  者  等  の  ⼈  件  費 

        ・  保  守  点  検  等  業  務  及  び  修  繕  業  務  に  係  る  管  理  監  督  経  費 

        ・  巡  回  点  検  業  務  に  係  る  経  費 

        ・  軽  微  な  補  修  等  に  要  す  る  経  費 

        ・  独  ⾃  提  案  業  務  に  係  る  経  費 

        ・  そ  の  他  必  要  経  費 

          ※  事  業  期  間  中  の  ⼈  件  費  及  び  物  価  上  昇  を  ⼀  定  程  度  ⾒  込  ん  だ  設  定  と  し  て  い  る。  業  務  開  始 

          後  に  ⾒  込  み  を  上  回  る  物  価  上  昇  等  が  あっ  た  場  合  は、  別  途  協  議  す  る  も  の  と  す  る。 

 15     評  価  概  要 

 (1)     評  価  委  員  会 

       「舞  鶴  市  公  共  施  設  包  括  管  理  業  務  委  託  プ  ロ  ポー  ザ  ル  評  価  委  員  会  （以  下  「委  員  会」  と  い    

    う。）」  を  設  置  し、  企  画  提  案  書  等  の  評  価  を  ⾏  う。 

 (2)     審  査  ⽅  法 

       委  員  会  の  各  委  員  は、  提  出  さ  れ  た  企  画  提  案  書  等  の  確  認  及  び  応  募  事  業  者  か  ら  の  プ  レ  ゼ  ン    

    テー  ショ  ン、  ヒ  ア  リ  ン  グ  を  ⾏  い、  別  に  定  め  る  評  価  項  ⽬  及  び  配  点  等  に  基  づ  き、  企  画  提  案  内 

    容  を  総  合  的  に  評  価  す  る。 
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 (3)     プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  及  び  ヒ  ア  リ  ン  グ  審  査 

    ア     開  催  ⽇        2025  年  ９  ⽉  26  ⽇  （⾦）  予  定 

    イ     開  催  場  所     舞  鶴  市  役  所 

    ウ     出  席  者        本  業  務  の  総  括  責  任  者  （配  置  予  定  者）  を  含  む  ４  ⼈  ま  で  と  す  る。 

    エ     説  明  事  項     プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  で  は、  企  画  提  案  書  に  記  載  さ  れ  て  い  る  内  容  の  範  囲  内    

                      で  説  明  を  ⾏  う  こ  と。  な  お、  主  た  る  説  明、  質  疑  応  答  は、  配  置  予  定  の  総  括  責    

                      任  者  が  ⾏  う  こ  と。 

    オ     所  要  時  間     50  分  以  内  （準  備  ５  分、  プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  20  分  以  内、  ヒ  ア  リ  ン  グ  20  分 

                      以  内、  撤  収  ５  分）。 

    カ     そ  の  他     プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  に  必  要  な  機  器  は  参  加  事  業  者  が  ⽤  意  す  る  こ  と。  た  だ  し、 

                   プ  ロ  ジェ  ク  ター、  ス  ク  リー  ン  は  市  が  ⽤  意  す  る。 

 (4)     選  定 

    ア     別  に  定  め  る  評  価  基  準  に  基  づ  き  各  委  員  が  採  点  し、  全  委  員  分  を  合  計  し  た  も  の  を  得  点  と    

       し、  最  ⾼  得  点  者  を  契  約  候  補  者  と  し  て、  次  に  得  点  の  ⾼  かっ  た  者  を  次  点  者  と  し  て  選  定  す    

       る。 

    イ     合  計  得  点  が  同  じ  場  合  は、  企  画  提  案、  価  格  提  案  の  順  に  得  点  を  ⽐  較  し、  得  点  が  ⾼  い  者  を 

       契  約  候  補  者  と  す  る。  す  べ  て  の  得  点  が  同  じ  場  合  は、  出  席  委  員  の  多  数  決  で  決  定  し、  可  否  同 

       数  の  時  は  委  員  ⻑  が  決  定  す  る。 

    ウ     得  点  が  満  点  に  対  し  て  60  ％  に  満  た  な  い  場  合  は、  最  ⾼  得  点  を  獲  得  し  て  も  契  約  候  補  者  と 

       し  な  い。 

 (5)     評  価  結  果 

       評  価  の  結  果  に  つ  い  て  は、  参  加  事  業  者  す  べ  て  に  2025  年  10  ⽉  ６  ⽇  （⽉）  に  メー  ル  に  よ  り 

    通  知  す  る  と  と  も  に、  契  約  候  補  者  及  び  次  点  者  の  事  業  者  名  を  市  ホー  ム  ペー  ジ  で  公  表  す  る。 

       通  知  を  受  け  た  者  は、  通  知  を  し  た  ⽇  の  翌  ⽇  か  ら  起  算  し  て  ５  ⽇  （休  ⽇  を  除  く。）  以  内  に、 

    書  ⾯  に  よ  り、  特  定  さ  れ  な  かっ  た  理  由  に  つ  い  て  の  説  明  を  求  め  る  こ  と  が  で  き  る  も  の  と  す  る。 

       回  答  は、  説  明  を  求  め  る  こ  と  が  で  き  る  最  終  ⽇  の  翌  ⽇  か  ら  起  算  し  て  ５  ⽇  以  内  に、  書  ⾯  に  よ 

    り  ⾏  う  も  の  と  す  る。 

 16     評  価  基  準 

    本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  は、  以  下  の  基  準  に  基  づ  き  評  価  審  査  す  る。 

 区  分  評  価  項  ⽬  評  価  の  視  点  配  点 

 企  画  提  案  ①  業  務  実  施  ⽅  針  ・  本  業  務  の  趣  旨  及  び  ⽬  的  を  ⼗  分  に  理  解  し、  提  案  事  業  者  が 
 持  つ  実  績  と  ノ  ウ  ハ  ウ  等  を  活  か  し  た、  効  果  的  か  つ  効  率  的  な 
 業  務  の  遂  ⾏  が  期  待  で  き  る  か。 

 ５ 

 ②  業  務  実  施  体  制  ・  平  常  時  の  本  業  務  の  遂  ⾏  に  必  要  な  ⼈  員  が  確  保  さ  れ  て  い  る 
 か。 
 ・  ⾮  常  時  の  業  務  継  続  体  制  及  び  本  社、  ⽀  店  か  ら  の  バッ  ク 
 アッ  プ  体  制  や  連  携  は  ⼗  分  な  も  の  か。 

 ５ 

 ③  業  務  ⼯  程  ・  契  約  候  補  者  決  定  か  ら  業  務  開  始  ま  で  の  ス  ケ  ジュー  ル  が  計  ５ 
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 画  的  で  無  理  の  な  い  も  の  で  あ  る  か。 
 ・  業  務  開  始  ま  で  の  市  と  の  協  議  や  再  委  託  先  へ  の  周  知  等、  業 
 務  実  施  の  準  備  は  適  切  か。 
 ・  契  約  期  間  ５  年  間  の  ス  ケ  ジュー  ル  が  計  画  的  か  つ  効  率  的  な 
 も  の  で  あ  る  か。 

 ④  保  守  点  検  等  業 
 務  の  品  質・  効 
 率  性 

 ・  保  守  点  検  等  業  務  の  管  理  ⽔  準  の  統  ⼀、  品  質  の  確  保、  業  務 
 の  効  率  化  が  期  待  で  き  る  具  体  策  は  あ  る  か。 
 ・  保  守  点  検  等  業  務  費  の  削  減  や  本  市  の  事  務  負  担  軽  減  に  資  す 
 る  具  体  策  は  あ  る  か。 
 ・  保  守  点  検  等  業  務  に  お  け  る  市、  受  注  者  等  の  役  割  分  担  を  明 
 確  に  し、  業  務  を  効  率  的  に  実  施  す  る  た  め  の  業  務  計  画  （業  務 
 フ  ロー）  の  具  体  策  は  あ  る  か。 

 15 

 ⑤  巡  回  点  検  業  務 
 の  品  質・  効  率 
 性 

 ・  巡  回  点  検  の  実  施  内  容  や  頻  度  等  は、  そ  れ  ぞ  れ  の  施  設  に  適 
 切  な  計  画  と  なっ  て  お  り、  施  設  の  安  全  性  の  確  保  が  期  待  で  き 
 る  か。 
 ・  巡  回  点  検  と  修  繕  業  務  の  ⼀  体  的  な  考  え  が  ⽰  さ  れ、  効  果  的 
 か  つ  効  率  的  な  巡  回  点  検  が  期  待  で  き  る  か。 

 ５ 

 ⑥  修  繕  業  務  の  品 
 質・  効  率  性 

 ・  修  繕  業  務  の  管  理  ⽔  準  の  統  ⼀、  品  質  の  確  保、  業  務  の  効  率 
 化  が  期  待  で  き  る  具  体  策  は  あ  る  か。 
 ・  修  繕  業  務  に  お  け  る  市、  受  注  者  等  の  役  割  分  担  を  明  確  に 
 し、  業  務  を  効  率  的  に  実  施  す  る  た  め  の  業  務  計  画  （業  務  フ 
 ロー）  の  具  体  策  は  あ  る  か。 
 ・  精  算  ⽅  式  と  す  る  修  繕  業  務  に  つ  い  て、  再  委  託  先  の  選  定  に 
 関  し、  競  争  性  及  び  公  平  性  を  確  保  し、  修  繕  費  ⽤  の  低  減  に  資 
 す  る  具  体  策  が  あ  る  か。 
 ・  修  繕  業  務  の  内  製  化  に  よ  り、  迅  速  な  対  応  に  よ  る  施  設  の  安 
 全  性  の  確  保  が  期  待  で  き  る  具  体  策  は  あ  る  か。 
 ・  200  万  円  を  超  え  る  ⼯  事  等  に  関  す  る  予  算  要  求  ⽀  援、  改  修 
 ⽅  法  の  提  案  な  ど  の  ⽀  援  を  期  待  で  き  る  具  体  策  は  あ  る  か。 

 15 

 ⑦  緊  急  時  の  対  応  ・  24  時  間  365  ⽇  受  付  が  可  能  な  窓  ⼝  体  制  が  確  ⽴  さ  れ、  不  具 
 合  の  確  認  か  ら  復  旧  ま  で、  迅  速  な  対  応  が  期  待  で  き  る  提  案  と 
 なっ  て  い  る  か。 

 ５ 

 ⑧  市  内  事  業  者  等 
 と  の  協  ⼒  体 
 制・  活  ⽤  ⽅  法 

 ・  市  内  事  業  者  等  の  活  ⽤  に  つ  い  て、  従  来  の  ⽔  準  を  確  保  す  る 
 た  め  の  具  体  策  は  あ  る  か。 
 ・  市  内  事  業  者  等  の  技  術  ⼒  や  ノ  ウ  ハ  ウ  の  向  上  に  資  す  る  具  体 
 策  は  あ  る  か。 
 ・  市  内  事  業  者  等  へ  の  再  委  託  に  当  た  り、  ⼗  分  な  理  解  を  得  る 
 た  め  の  具  体  策  は  あ  る  か。 

 15 

 ⑨  独  ⾃  の  追  加  提 
 案・  独  ⾃  の  ノ 
 ウ  ハ  ウ 

 ・  効  果  が  期  待  で  き  る  独  ⾃  の  追  加  提  案  や  ノ  ウ  ハ  ウ  の  提  案  が 
 あ  る  か。 
 ・  施  設  の  ⻑  寿  命  化  や  ラ  イ  フ  サ  イ  ク  ル  コ  ス  ト  の  低  減  に  つ  な 
 が  る  提  案  が  あ  る  か。 
 ・  点  検  結  果  や  修  繕  履  歴  の  情  報  を  共  有  す  る  こ  と  が  で  き、  本 

 10 
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 市  の  施  設  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  へ  の  活  ⽤  が  期  待  で  き  る  よ  う  な  提  案 
 が  あ  る  か。 

 業  務  実  績  ⑩  経  営  状  況・  業 
 務  実  績 

 ・  本  業  務  実  施  に  ⼗  分  な  事  業  規  模  を  有  し、  持  続  可  能  性  に  問 
 題  は  な  い  か。 
 ・  本  業  務  の  内  容  と  同  種  ⼜  は  類  似  の  業  務  を  ⾏っ  た  実  績  は  あ 
 る  か。 

 10 

 価  格  提  案  ⑪  価  格  点  10  点  ✕  （応  募  者  内  で  の  最  低  提  案  ⾒  積  ⾦  額  ∕  提  案  ⾒  積  ⾦ 
 額）  ※  ⼩  数  点  第  ２  位  以  下  切  り  捨  て 

 10 

 合     計  100 

 17     情  報  公  開 

    舞  鶴  市  情  報  公  開  条  例  （平  成  11  年  12  ⽉  27  ⽇  条  例  第  31  号）  に  基  づ  き、  本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  実  施 

 に  関  す  る  情  報  に  つ  い  て  開  ⽰  す  る  こ  と  が  あ  る。 

 18     失  格  事  項 

    契  約  締  結  ま  で  に  次  に  挙  げ  る  事  項  に  該  当  す  る  こ  と  が  判  明  し  た  事  業  者  は  失  格  と  し、  当  該  事  業 

 者  を  契  約  候  補  者  と  し  て  選  定  で  き  な  い。  な  お、  失  格  事  項  に  該  当  し  た  事  業  者  は、  判  明  し  た  時  点 

 以  降  の  本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  ⼿  続  き  に  参  加  で  き  な  い。  ま  た、  失  格  事  項  に  該  当  す  る  こ  と  が  判  明  し  た 

 時  点  で  順  位  が  定  まっ  て  い  る  場  合  に  は、  当  該  事  業  者  の  順  位  を  無  効  と  し、  次  順  位  以  降  の  事  業  者 

 の  順  位  を  繰  り  上  げ  る  も  の  と  す  る。 

 (1)     契  約  締  結  ま  で  に  参  加  資  格  を  満  た  さ  な  く  なっ  た  も  の。 

 (2)     必  要  書  類  が  提  出  期  限  後  に  到  着  し  た  も  の。  た  だ  し、  勘  案  す  べ  き  正  当  な  理  由  が  あっ  た  場 

    合  は  こ  の  限  り  で  は  な  い。 

 (3)     提  出  書  類  に  不  備  が  あ  る  も  の。 

 (4)     書  類  の  提  出、  回  答、  報  告  等、  市  が  必  要  と  認  め  る  事  項  を  正  当  な  理  由  な  く  拒  否  し  た  も    

    の。 

 (5)     提  出  し  た  書  類  等  に  虚  偽  の  記  載  が  あっ  た  も  の。 

 (6)     参  考  ⾒  積  書  の  ⾦  額  が  「３     契  約  に  係  る  提  案  上  限  額」  を  超  え  る  も  の。 

 (7)     参  考  ⾒  積  書  の  ⾦  額  と  積  算  内  訳  書  の  ⾦  額  が  ⼀  致  し  な  い  も  の。 

 (8)     プ  レ  ゼ  ン  テー  ショ  ン  に  理  由  な  く  遅  刻、  ⽋  席  し  た  も  の。 

 (9)     談  合  そ  の  他  の  不  正  ⾏  為、  審  査  の  透  明  性  及  び  公  平  性  を  害  す  る  ⾏  為、  公  平  か  つ  適  正  な  事 

    務  ⼿  続  を  妨  害  す  る  ⾏  為  等  と  市  が  判  断  し  た  も  の。 

 19     契  約 

 (1)     ⼿  続  の  進  め  ⽅ 

       契  約  候  補  者  選  定  後、  随  意  契  約  に  係  る  協  議  を  ⾏  い、  協  議  が  整  い  次  第、  速  や  か  に  随  意  契  約 

    の  ⼿  続  を  ⾏  う  も  の  と  す  る。  な  お、  選  定  さ  れ  た  者  は、  あ  ら  た  め  て  ⾒  積  書  を  提  出  す  る  も  の  と 

    す  る。  ま  た、  契  約  候  補  者  と  の  協  議  が  成  ⽴  し  な  い  場  合  は、  次  点  者  と  協  議  を  ⾏  う  こ  と  が  で  き 

    る  も  の  と  す  る。 

 (2)     仕  様  等  の  確  定 
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       仕  様  等  に  つ  い  て  は、  契  約  候  補  者  の  選  定  を  もっ  て  契  約  候  補  者  の  企  画  提  案  書  等  に  記  載  さ  れ 

    た  全  内  容  を  承  認  す  る  も  の  で  は  な  い。  協  議  の  上、  必  要  な  範  囲  内  に  お  い  て  企  画  提  案  書  の  項  ⽬ 

    の  追  加・  変  更  ⼜  は  削  除  を  ⾏  い、  本  契  約  の  仕  様  に  反  映  さ  せ  る  こ  と  が  で  き  る  も  の  と  す  る。 

 (3)     契  約  ⾦  額 

       契  約  ⾦  額  は、  企  画  提  案  時  に  提  出  し  た  ⾒  積  額  を  超  え  な  い  こ  と  と  す  る。  た  だ  し、  協  議  時  に 

    企  画  提  案  書  等  に  記  載  さ  れ  た  項  ⽬  に  追  可  等  が  あっ  た  場  合  は  こ  の  限  り  で  は  な  い。 

 (4)     契  約  書 

       契  約  書  は、  本  市  が  準  備  す  る  も  の  を  使  ⽤  す  る。 

 (5)     契  約  保  証 

       本  市  が  別  途  定  め  る  ⽅  法  に  よ  り、  契  約  ⾦  額  の  10/100  以  上  と  す  る。 

 20     そ  の  他  留  意  事  項 

 (1)     本  プ  ロ  ポー  ザ  ル  の  参  加  検  討  か  ら  業  務  開  始  ま  で  に  要  す  る  費  ⽤  は、  す  べ  て  参  加  事  業  者  の 

    負  担  と  す  る。 

 (2)     提  出  期  限  以  降  に  お  け  る  書  類  の  差  し  替  え  ⼜  は  再  提  出  は  で  き  な  い。 

 (3)     提  出  さ  れ  た  企  画  提  案  書  等  は  返  却  せ  ず、  本  市  の  公  ⽂  書  と  し  て  組  織  内  で  複  写・  配  布  を  ⾏ 

    う  場  合  が  あ  る。 

 (4)     企  画  提  案  書  等  の  著  作  権  は、  提  案  書  等  を  提  出  し  た  参  加  事  業  者  に  帰  属  す  る  が、  本  市  が  必 

    要  と  認  め  る  と  き  は、  提  出  書  類  の  全  部  ⼜  は  ⼀  部  を  無  償  で  使  ⽤  で  き  る  も  の  と  す  る。  ま  た、  本 

    業  務  に  お  け  る  成  果  物  の  著  作  権  は  本  市  に  帰  属  す  る。 

 (5)     企  画  提  案  書  等  は、  本  市  の  許  可  な  く  公  表  ⼜  は  使  ⽤  し  て  は  な  ら  な  い。  ま  た、  契  約  候  補  者 

    と  なっ  た  場  合、  業  務  実  績  と  し  て  本  市  の  名  前  を  挙  げ  る  こ  と  は  可  能  で  あ  る  が、  仕  様  書  の  公  開 

    等  業  務  内  容  の  詳  細  に  つ  い  て  は、  本  市  の  許  可  な  く  開  ⽰  で  き  な  い。 

 (6)     配  置  予  定  の  総  括  責  任  者  等  は、  変  更  で  き  な  い  も  の  と  す  る。  な  お、  や  む  を  得  な  い  理  由  に 

    よ  り  変  更  す  る  場  合  に  は、  協  議  の  上  決  定  す  る  も  の  と  す  る。 

 (7)     業  務  上  知  り  得  た  情  報  を  他  に  漏  ら  す  こ  と  は  で  き  な  い。 

 (8)     企  画  提  案  書  を  提  出  す  る  に  あ  た  り、  他  社  の  協  ⼒  を  得  た  場  合  は、  そ  の  旨  を  明  記  す  る  こ    

    と。 

 (9)     参  加  申  込  事  業  者  に  関  し  て  は  公  表  し  な  い。 

 21     問  合  せ‧  書  類  等  の  提  出  先 

    舞  鶴  市  役  所     財  務  部  資  産  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  推  進  課 

       担  当  ：  松  尾、  ⽩  猪 

       〒  625-8555     京  都  府  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地 

       TEL  ：  （  0773  ）  66-1062 

       電  ⼦  メー  ル  ：  eizen@city.maizuru.lg.jp 
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